
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  退職金を続けてもらう場合                 

Ｑ：３年前に関連会社を退職して当社の役

員になった人が、このたび、当社を退職しま

す。退職金を続けてもらう場合には、退職所

得控除の計算に気を付けなければならないと

聞きましたが、どのようにするのですか？                          

                                              

Ａ：次のように計算します。 

【解説】 

所得税では、前年以前４年内に他の会社等

から退職金の支払いを受けている人に退職金

を支払う場合で、その退職金についての勤続

年数のうちに前年以前４年内に支払いを受け

た退職金について勤続期間と重複する期間が

あるときは、その重複する部分の期間を含め

たその年の退職金についての勤続年数に応じ

て求めた退職所得控除額に相当する額から、

その重複している部分の期間(１年未満の端

数は切捨て)に係る勤続年数に応じて求めた

退職所得控除額に相当する額を控除して計算

することとされています。 

したがって、次の場合には以下のようにし

て退職所得控除額を求めます。 

 (例) 

   ・現会社の勤続年数20年の場合 

  退職所得控除額＝40万円×20年＝800万円 

  ・関連会社の退職金についての勤続年数と重

複する期間が15年の場合 

  退職所得控除額＝40万円×15年＝600万円 

  ・今回の退職の退職所得控除額 

  800万円－600万円＝200万円 
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